
本裁決書は、行政不服審査法第８５条の規定により公表するものです。 

 

裁  決  書 

 

○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ 

審査請求人 ○○ ○○○ 

 

処 分 庁 生駒市長 小 紫 雅 史 

 

審査請求人が、令和２年１１月９日に提起した処分庁による住居確保給付金不支給処分に係

る審査請求について、次のとおり裁決する。 

 

主   文 

 

本件審査請求に係る処分を取り消す。 

 

事案の概要 

 

１ 審査請求人は、令和２年６月１２日に生活困窮者住居確保給付金支給申請を行う。処分

庁は、令和２年６月１６日付け生○第○○○号で住居確保給付金支給決定通知書を審査請

求人に通知。 

２ 審査請求人は、受給期間中である令和２年７月１４日及び令和２年８月１７日に社会福

祉協議会へ求職活動報告書を提出する。 

令和２年７月１４日に提出された求職活動報告書において、１か月間の求職活動として

「現在、新型コロナウイルス感染拡大を危惧してレッスンをお休みされている方にお電話

をしてレッスンの再開をご検討して頂ける様に話をしました。」と記載。 

令和２年８月１７日に提出された求職活動報告書において、１か月間の求職活動として

「最近の感染者の再びの増加で、休会、退会の生徒さんが増えてしまいました。現在、リ

モートでのレッスンをさせてもらえないかという交渉と準備を進めています。」と記載。 

３ 審査請求人は、令和２年９月３日に生活困窮者住居確保給付金支給申請（期間延長）を

行う。処分庁は、審査請求人から提出された申請書類の審査過程において、期間延長の要

件である支給期間中の求職活動状況を確認するため求職活動状況報告書を審査した結果、

同報告書においては常用就職を目指した求職活動実績はなく、また、当面の生活費をまか

なうためのアルバイト等短期的な雇用の実態も確認できなかった。このことから、求職活

動状況の詳細について聞取りを行ったが、なお確認できなかったため、受給期間中に「誠

実かつ熱心な求職活動がなされていなかった。」と判断し、令和２年１０月８日付け生○

第○○○号で住居確保給付金不支給通知書（期間延長）を審査請求人に通知。 

４ 令和２年１１月９日、審査請求人は、本件処分を不服とし、生駒市長に対し、本件処分



の取消しを求める審査請求をした。 

 

審査関係人の主張の要旨 

 

１ 審査請求人の主張 

審査請求人の主張は、住居確保給付金支給中に行った求職活動として、①生徒募集のチラ

シ配り、②リモートレッスンの推進、③自身の演奏活動の準備、計画、④○○県○○市へ出

張レッスン、⑤自身の指の治療、⑥インターネットサイトでのキャンドルの販売等の活動を

行っているにもかかわらず、住居確保給付金の延長要件である「当該受給中に誠実かつ熱心

に求職活動を行った」ことに該当しないと判断され、権利を侵害されていると主張している。 

 

２ 処分庁の主張 

処分庁は、本件処分の理由として、当該支給期間中に支給期間の延長等の要件である「誠

実かつ熱心に求職活動」を行っていたことが確認できなかったためと主張している。「求職

活動」については常用就職を目指した求職活動とされ、審査請求人の活動は求職活動にあた

らないと主張している。また、審査請求人の求職活動状況報告書には、常用就職を目指した

求職活動だけでなく当面の生活費をまかなうためのアルバイトなどの短期的な雇用に向け

活動した実績はなく、受給期間中に求職活動を行っていたとは言えないと主張している。 

なお、審査請求人が主張する自身の演奏活動の準備、計画、○○県○○市へ出張レッスン、

自身の指の治療、インターネットサイトでキャンドルの販売等については、求職活動状況報

告書に記載がなく、また、月々の収支報告においても記載がなかったことから、審査対象と

しなかった旨主張している。 

 

理   由 

 

１ 本件に係る法令等の規定について 

（１）生活困窮者住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）に

基づき、福祉事務所設置自治体が行う事業であって、その事務の取扱いについては、『生

活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル』により取り扱うこととしている。  

（２）生活困窮者住居確保給付金の支給期間は３か月であるが、支給期間中に常用就職がで

きなかった場合又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合で

あって、引き続き生活困窮者住居確保給付金の支給が就職の促進に必要と認められる場

合は、申請により３か月の支給期間を３回まで延長、再延長及び再々延長をすることが

できるとしている。 

（３）生活困窮者自立支援法施行規則（平成２７年厚生労働省令第１６号）第１０条第５号

及び同規則附則第４条は「誠実かつ熱心に求職活動を行うこと」を支給要件の一つと

し、受給中の者に対しても「受給中は、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと」と規定し

ている。 

（４）フリーランスや自営業者など雇用契約によらない就業形態についても生活困窮者住居



確保給付金の支給対象となりうるとされ、その場合には、現在の就業形態を維持しつ

つ、それに加えて、例えば、アルバイトなどの短期的な雇用で当面の生活費をまかなう

ことも求職活動としてみなすことも可能としている。（住居確保給付金 今回の改正に

関するＱＡ（vol６）令和２年５月２９日事務連絡） 

 

２ 本件処分について 

（１）処分庁は、審査請求人の活動が、生活困窮者自立支援法施行規則が定める求職活動にあ

たらないと主張しているが、自営業者については、必ずしも求職活動として、雇用へ向け

た活動を行うことを求められておらず、従前の就業形態を維持し、その収入を回復させる

ために行う諸営業活動も経済的自立へ向けた求職活動にあたるため、審査請求人の活動は、

求職活動にあたると判断する。 

（２）また、アルバイトなどの短期的な雇用についても、ＱＡ（vol６）では、「現在の就業形

態を維持しつつ、それに加えて、例えば」と例示しているだけであり、求職活動の必須要

件ではない。その上、生活困窮者自立支援法施行規則が定める「誠実かつ熱心な求職活動

を行うこと」の要件に、求職活動の内容とその効果に変化が現れることまで求められてい

ない。 

（３）したがって、処分庁が主張するように、審査請求時に記載されている求職活動について、

求職活動状況報告書に記載がない内容があることは事実であるが、それを勘案してもなお、

本件申請に対して行った本件処分は、生活困窮者自立支援法施行規則が定める求職活動に

ついて、適切な解釈とこれに基づく適切な対応が行えていなかったものと言わざるを得ず、

本件の処分を取り消すのが相当であると判断する。 

 

３ 結論 

 以上のとおり、本件審査請求には理由があることから、行政不服審査法第４６条第１項の

規定により、主文のとおり裁決する。 

 

令和３年１１月４日 

 

審査庁 生駒市長 小 紫 雅 史 

 

（教示） 

１ この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

生駒市を被告として（訴訟において生駒市を代表する者は生駒市長となります。）、裁決の取

消しの訴えを提起することができます。 

ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が違法である

ことを理由として、裁決の取消しを求めることはできません。 

処分の違法を理由とする場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して６

か月以内に、生駒市を被告として（訴訟において生駒市を代表する者は生駒市長となりま

す。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。 



２ ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して１年を経過

した場合は、裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起することはできなくなりま

す。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの裁決があった日の翌日から起算して

１年を経過した後であっても裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起することが認

められる場合があります。 


